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第2章　令和６年度に講じた施策及び
　　　　令和７年度の執行方針

１　原子力施設等の安全確保

第１節　令和６年度に講じた施策

（１）　原子力安全協定の運用

（単位：件）

（単位：延べ事業所数）

第１節　令和６年度に講じた施策

　原子力安全協定に基づき、協定を締結している事業所から随時報告を受けるとともに、立入調査な
どを通じて安全を確認しています。令和６年度における協定の運用結果は以下のとおりです。
　　　　　　◆　協定運用等

2

1

1

3

1

51

224 

11

30

2

5

39

151

0

1

19

0

541合　計

　　　　　　◆　立入調査

事故・故障等に係る立入調査

平常時立入調査（計画に基づくもの）

平常時立入調査（新増設・廃止措置等）

通報連絡訓練

合　計

8

17

2

17

44

新増設等に対する事前了解

新増設等計画書

新増設等計画書の変更

0廃止措置計画の同意

廃止措置計画書

廃止措置計画書の変更

年間主要事業計画書等

四半期報告（運転状況報告等、核燃料輸送物等輸送
状況報告、教育訓練実施状況報告） 

核燃料物質輸送計画書

安全管理規定関係報告書

新増設等工事完了報告書

原子力施設の変更に関する報告書

定期検査計画（結果報告）書

広報等に関する報告書

原子力施設の定期的評価に関する報告書

原子力施設の廃止に関する報告書

事故・故障等発生報告書

その他安全に係る情報（必要な事項）報告書
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　協定の運用のうち、令和６年度に発生した原子力施設における事故・故障の詳細については、
以下のとおりです。

◆　令和６年度に発生した原子力施設における事故・故障一覧（計７件）

No. 発生
年月日 概要 要因

R6.5.221

人の
被ばく
あり

－

環境への
影響
あり

－

事象分類事故・故障等
の名称

火災
（管理区
域）

タンデム加速
器建家におけ
る焦げ跡の確
認
（機構原科研）

・タンデム加速器建
家の管理区域内で
異臭を感じたた
め、職員が建家内
を確認したとこ
ろ、ホット機械室
にある計装盤内の
変圧器周辺に焦げ
跡を発見。

・焦げ跡を確認した
変圧器が設置後46
年を経過している
ものであることか
ら、経年劣化によ
り巻線内部の絶縁
紙や巻線の絶縁被
膜が絶縁低下し、
層間短絡に至り当
該変圧器の一次側
巻線間に過電流が
流れ、発熱したこ
と

  （経年劣化）

R6.6.172 －－
火災
（非管理
区域）

再処理廃止措
置技術開発セ
ンター内管理
事務棟におけ
る蛍光灯安定
器付近からの
火花・発煙に
ついて
（機構サイク
ル研）

・管理事務棟２階レ
ストルーム（休憩
室）において、再
処理センター従業
員が蛍光灯の照明
スイッチを入れた
ところ、蛍光灯器
具（蛍光管を取り
付けていない状
態）の安定器付近
からの火花・発煙
を確認。

・当該蛍光灯器具の
安定器（1974年～
1976年の間に製
造）内巻線の経年
劣化により、層間
短絡が発生し異常
発熱したこと

  （経年劣化）

R6.7.53 －－
火災
（非管理
区域）

J-PARC リニ
アック棟にお
ける溶融痕の
確認
（機構原科研）

・チラー冷凍機で電
流値の異常が確認
されたため、運転
を停止していたが、
メーカーによる調
査を行ったとこ
ろ、電源端子部に
溶融痕を発見。

・電源端子部の圧着
端子において、ボ
ルトの締め付け不
良により、接触抵
抗が大きくなり異
常発熱したこと

  （施工上の不備）

－－R6.10.234
火災
（管理区
域）

総合排水処理
棟における火
災
（ＪＣＯ）

・ディスクグライン
ダーの切削火花
が、パーツクリー
ナーが付着した機
械部品及び紙ウエ
ス付近に飛び、炎
が上がった。

・可燃性ガス等の火
災危険性に係る知
識等が不十分で
あったため、火気
作業の近傍で、可
燃性のパーツク
リーナーを使う作
業を行ってしまっ
たこと

 （事前のリスク評価
不足）52
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　協定の運用のうち、令和６年度に発生した原子力施設における事故・故障の詳細については、
以下のとおりです。

◆　令和６年度に発生した原子力施設における事故・故障一覧（計７件）

No. 発生
年月日 概要 要因

R6.5.221

人の
被ばく
あり

－

環境への
影響
あり

－

事象分類事故・故障等
の名称

火災
（管理区
域）

タンデム加速
器建家におけ
る焦げ跡の確
認
（機構原科研）

・タンデム加速器建
家の管理区域内で
異臭を感じたた
め、職員が建家内
を確認したとこ
ろ、ホット機械室
にある計装盤内の
変圧器周辺に焦げ
跡を発見。

・焦げ跡を確認した
変圧器が設置後46
年を経過している
ものであることか
ら、経年劣化によ
り巻線内部の絶縁
紙や巻線の絶縁被
膜が絶縁低下し、
層間短絡に至り当
該変圧器の一次側
巻線間に過電流が
流れ、発熱したこ
と
  （経年劣化）

R6.6.172 －－
火災
（非管理
区域）

再処理廃止措
置技術開発セ
ンター内管理
事務棟におけ
る蛍光灯安定
器付近からの
火花・発煙に
ついて
（機構サイク
ル研）

・管理事務棟２階レ
ストルーム（休憩
室）において、再
処理センター従業
員が蛍光灯の照明
スイッチを入れた
ところ、蛍光灯器
具（蛍光管を取り
付けていない状
態）の安定器付近
からの火花・発煙
を確認。

・当該蛍光灯器具の
安定器（1974年～
1976年の間に製
造）内巻線の経年
劣化により、層間
短絡が発生し異常
発熱したこと
  （経年劣化）

R6.7.53 －－
火災
（非管理
区域）

J-PARC リニ
アック棟にお
ける溶融痕の
確認
（機構原科研）

・チラー冷凍機で電
流値の異常が確認
されたため、運転
を停止していたが、
メーカーによる調
査を行ったとこ
ろ、電源端子部に
溶融痕を発見。

・電源端子部の圧着
端子において、ボ
ルトの締め付け不
良により、接触抵
抗が大きくなり異
常発熱したこと
  （施工上の不備）

－－R6.10.234
火災
（管理区
域）

総合排水処理
棟における火
災
（ＪＣＯ）

・ディスクグライン
ダーの切削火花
が、パーツクリー
ナーが付着した機
械部品及び紙ウエ
ス付近に飛び、炎
が上がった。

・可燃性ガス等の火
災危険性に係る知
識等が不十分で
あったため、火気
作業の近傍で、可
燃性のパーツク
リーナーを使う作
業を行ってしまっ
たこと
 （事前のリスク評価
不足）

No. 発生
年月日 概要 要因

R6.11.215

人の
被ばく
あり

－

環境への
影響
あり

－

事象分類事故・故障等
の名称

火災
（非管理
区域）

東海・東海第
二発電所原子
力館（ＰＲ館）
における火災
（原電）

・空調のスイッチを
入れたが起動しな
かったため、空調
用電源盤を点検し
たところ、変圧器
に焦げ跡を確認。

調査中（現時点で確
認された事項）
・変圧器内部の巻線
に部分的な短絡痕
を確認

　今後は原因を究明
し必要な対策等を
講じる

R6.12.96 －－
火災
（非管理
区域）

東海第二発電
所溶接作業中
の着衣への引
火による作業
員の負傷
（原電）

・協力会社社員が、
補強材をクレーン
本体脚部に取り付
ける溶接作業中に
負傷（火傷）。

・溶接時のノロ（溶
接中に金属の表面
に浮き出る不純
物）が直接かかり
やすい作業場所・
姿勢で作業してい
たため、被災者の
着用していた可燃
性のフード紐等に
着火したこと（事
前のリスク評価不
足）

R7.2.47 －－
火災
（非管理
区域）

東海第二発電
所中央制御室
における火災
（原電）

・設備の作動試験を
実施するにあた
り、移動式炉心内
計装制御盤のス
イッチを点火した
ところ、当該制御
盤の隙間から炎・
発煙を確認。

調査中（現時点で確
認された事項）
・一時的に大容量の
ヒューズに変更し
たこと及び通電状
態が継続したこと
により、抵抗器が
異常発熱したこと
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　令和６年度の測定結果は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、事故

　なお、これらについては、県内原子力施設からの影響ではないことを確認しています。

２　環境放射線の監視

○環境放射線・放射能の測定結果

①　原子力施設周辺における積算線量に基づく被ばく線量の推定（福島第一原子
力発電所事故の影響による外部被ばく実効線量）

（１）　線量評価（令和６年４月～令和７年３月）

外部被ばくによる実効線量 0.0000mSv

内部被ばくによる預託実効線量

排水
外部被ばくによる実効線量 0.0000mSv

内部被ばくによる預託実効線量 0.0026mSv以下

②　原子力施設の排気・排水測定結果に基づく被ばく線量の推定（県内原子力施
設からの影響による被ばく実効線量）
　原子力施設の排気・排水中の放射性物質の放出量から推定した実効線量は次のとおりであり、一
般公衆の線量限度（１mSv）を大幅に下回っていることを確認しました。

　なお、上記の外部被ばく実効線量は、測定地点に滞在し続けたと仮定した場合（24時間 365日）の
値であり、福島第一原子力発電所事故を受けて国が用いている、1日のうち屋外に８時間、屋内　に
16時間滞在するという生活パターンを仮定して計算した場合、福島第一原子力発電所事故による追加
の外部被ばく実効線量は、0.00～ 0.11mSvと推定されます。

※屋内は屋外の線量の0.4倍として計算

※

区分 地点数 実測に基づく
実効線量（mSv）

自然放射線による
実効線量（mSv）

福島原発事故による
実効線量（mSv）

外部被ばくによる
実効線量 0.00～ 0.18

令和６年度における積算線量による外部被ばく実効線量は、一般の生活環境に設置している行

前の値を上回りました。

政区域 61地点の測定結果から、0.23 ～ 0.44 ミリシーベルト（mSv）であり、この値は福島第一原
子力発電所事故前から存在していた自然放射線によるものと、当該事故で放出された放射性物質
によるものとを足し合わせたものとなっています。

なお、各地点における自然放射線〔福島第一原子力発電所事故前　 5 年間（平成 17 年度～平成
21 年度）の平均値〕による外部被ばく実効線量は、0.18 ～ 0.34mSv であるため、福島第一原子
力発電所事故で放出された放射性物質の影響による追加の外部被ばく実効線量は0.00～0.18mSv

と推定されます。

排気
0.0001mSv以下

推定結果区　　　　　　　　　　分

0.18～ 0.340.23～ 0.4461
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　令和６年度の測定結果は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、事故

　なお、これらについては、県内原子力施設からの影響ではないことを確認しています。

２　環境放射線の監視

○環境放射線・放射能の測定結果

①　原子力施設周辺における積算線量に基づく被ばく線量の推定（福島第一原子
力発電所事故の影響による外部被ばく実効線量）

（１）　線量評価（令和６年４月～令和７年３月）

外部被ばくによる実効線量 0.0000mSv

内部被ばくによる預託実効線量

排水
外部被ばくによる実効線量 0.0000mSv

内部被ばくによる預託実効線量 0.0026mSv以下

②　原子力施設の排気・排水測定結果に基づく被ばく線量の推定（県内原子力施
設からの影響による被ばく実効線量）
　原子力施設の排気・排水中の放射性物質の放出量から推定した実効線量は次のとおりであり、一
般公衆の線量限度（１mSv）を大幅に下回っていることを確認しました。

　なお、上記の外部被ばく実効線量は、測定地点に滞在し続けたと仮定した場合（24時間 365日）の
値であり、福島第一原子力発電所事故を受けて国が用いている、1日のうち屋外に８時間、屋内　に
16時間滞在するという生活パターンを仮定して計算した場合、福島第一原子力発電所事故による追加
の外部被ばく実効線量は、0.00～ 0.11mSvと推定されます。

※屋内は屋外の線量の0.4倍として計算

※

区分 地点数 実測に基づく
実効線量（mSv）

自然放射線による
実効線量（mSv）

福島原発事故による
実効線量（mSv）

外部被ばくによる
実効線量 0.00～ 0.18

令和６年度における積算線量による外部被ばく実効線量は、一般の生活環境に設置している行

前の値を上回りました。

政区域 61地点の測定結果から、0.23 ～ 0.44 ミリシーベルト（mSv）であり、この値は福島第一原
子力発電所事故前から存在していた自然放射線によるものと、当該事故で放出された放射性物質
によるものとを足し合わせたものとなっています。

なお、各地点における自然放射線〔福島第一原子力発電所事故前　 5 年間（平成 17 年度～平成
21 年度）の平均値〕による外部被ばく実効線量は、0.18 ～ 0.34mSv であるため、福島第一原子
力発電所事故で放出された放射性物質の影響による追加の外部被ばく実効線量は0.00～0.18mSv

と推定されます。

排気
0.0001mSv以下

推定結果区　　　　　　　　　　分

0.18～ 0.340.23～ 0.4461

①　空間ガンマ線量率測定結果

（２）　短期的変動調査結果（令和６年４月～令和７年３月）

　原子力施設内及び周辺89地点において測定している各測定局の空間線量率の測定結果は次のと

おりでした。

項　　　　　　　　　　目 地点数 測定頻度 測定結果※1,※2

空間ガンマ線量率
（空間線量率測定局等） 31 ～ 69（月平均値）連続89

　　※1　各測定局毎に測定した月平均値の範囲
　　※2　松林等が存在している場所では、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質が蓄積しているため空間ガンマ
　　　　線量率が高くなる。

nGy/時

②　環境試料中の放射能測定結果
　原子力施設内及び周辺の環境試料中の放射能測定結果は次のとおりであり、福島第一原子力発電

で放所事故 出された放射性物質の影響とみられる137Csが検出されました。

　　※　＊は不検出

（３）　長期的変動調査結果（令和６年４月～令和７年３月）

①　積算線量測定結果
　原子力施設周辺で測定している積算線量の測定結果は次のとおりでした。

項目 単位 54Mn 60Co 95Zr 95Nb 106Ru 137Cs134Cs 144Ce

大気塵埃 18 mBq/㎥ ＊～0.57

＊～1.6降下塵 3 Bq/㎡ ＊

　　※　各測定局毎に測定した月平均値の範囲

項目 地点数 測定頻度 単位 測定結果

積算線量

行政区域 65

年 4回 mGy/6 ヶ月

0.14 ～ 0.28

0.34

0.14 ～ 0.68敷地境界 28

敷地内 1

　なお、福島第一原子力発電所事故前の最高値は 0.22 ミリグレイ /６ヶ月（mGy/６ヶ月）（平成
22 年度上期）であり、事故で放出された放射性物質の影響により、ほとんどの地点において、事故
前の最大値を上回っていました。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

単位

地点数
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項目 地点数 単位 54Mn 60Co 90Sr 95Zr 95Nb 106Ru 134Cs 144Ce H Pu

河底土 1 Bq/kg・乾 ＊ ＊

土　壌 8 Bq/kg・乾 ＊ ＊

海岸砂 3 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊ ＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

＊

河川水・湖沼水 7 Bq/L ＊ ＊ ＊

＊

＊ ＊

＊ ＊海　水 12 Bq/L ＊

海底土 12 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊

＊ 0.21～0.83

排水口近辺土砂 2 Bq/kg・乾 ＊

＊ ＊

＊

　　※　Puについては、過去の最大値（1.8Bq/kg・乾）より低い値であったため、事故で放出された放射性物質の影響とは
　　　　判断できないものとしました。
　　※　海底土については、22Na、58Co、152Eu及び154Euも測定しているが不検出。

②　環境試料中の放射能測定結果
　原子力施設周辺の環境試料中の放射能測定結果は次のとおりでした。137Cs 134Cs及び については、

＊～11

＊

＊

＊ ＊飲料水 10 Bq/L ＊

137Cs

47～64

07～8.1

＊～0.013

＊

＊～1.6

40～800

U

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られました。

3 ※

　なお、測定結果については、茨城県東海地区環境放射線監視委員会において評価を受けること
としています。
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項目 地点数 単位 54Mn 60Co 90Sr 95Zr 95Nb 106Ru 134Cs 144Ce H Pu

河底土 1 Bq/kg・乾 ＊ ＊

土　壌 8 Bq/kg・乾 ＊ ＊

海岸砂 3 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊ ＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

＊

河川水・湖沼水 7 Bq/L ＊ ＊ ＊

＊

＊ ＊

＊ ＊海　水 12 Bq/L ＊

海底土 12 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊

＊ 0.21～0.83

排水口近辺土砂 2 Bq/kg・乾 ＊

＊ ＊

＊

　　※　Puについては、過去の最大値（1.8Bq/kg・乾）より低い値であったため、事故で放出された放射性物質の影響とは
　　　　判断できないものとしました。
　　※　海底土については、22Na、58Co、152Eu及び154Euも測定しているが不検出。

②　環境試料中の放射能測定結果
　原子力施設周辺の環境試料中の放射能測定結果は次のとおりでした。137Cs 134Cs及び については、

＊～11

＊

＊

＊ ＊飲料水 10 Bq/L ＊

137Cs

47～64

07～8.1

＊～0.013

＊

＊～1.6

40～800

U

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られました。

3 ※

　なお、測定結果については、茨城県東海地区環境放射線監視委員会において評価を受けること
としています。

（１）　原子力災害に備えた茨城県広域避難計画

3　原子力防災

（２）原子力防災研修

・平成27年 3月に公表した広域避難計画において今後の課題とした「県外避難先の確保」、
「避難退域時検査体制」、 「安定ヨウ素剤の配布体制」、 「複合災害への対応」、 「移動
手段の確保」について協議・調整を行いました。

・県外避難先の確保について、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び県外避難先市町
村に対して、平成26年度から協議・調整を進めてきた結果、平成30年 12月までに県
外避難先となる９市町すべてが協定を締結しました。
・これを受けて県広域避難計画について、平成31年3月に県外避難先市町村名の明記、
対象人口の修正等の改定を行いました。
・避難退域時検査場所について、避難経路に面する高速道路のサービスエリアや公共施
設等に決定し、令和２年３月に公表しました。
・複合災害への対応について、自然災害等により当初予定している第一の避難先が使用
できない場合に、第一の避難先を除く福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び宮城
県に、第二の避難先として受入れの調整をすることとし、令和３年３月に公表しまし
た。
・令和５年５月に、令和２年国勢調査の結果を踏まえ、県広域避難計画の対象人口の修
正等を行いました。

　県・市町村・警察・消防・その他防災業務関係者が、それぞれの防災業務を迅速かつ的確に行う
ための知識と技術の習得を図るため、内閣府が開催した研修等に、防災関係機関職員を派遣してい
ます。

◆　令和６年度に実施・参加した研修 （単位：名）

研　修　名
参加者の所属・参加人数

合計
県 県警 市町村 消防本部 その他

原子力防災基礎研修（３回） 17 0 69439 0

合計 70 55501 239 415

原子力災害対策要員研修 14 1 39816 0

モニタリング技術基礎講座 7 1400 70

EMC活動訓練 11 0 0 170 6

実務人材研修（バスによる住民退避等） 49000 3 46

実務人材研修（防護措置の情報共有） 9002 7 0

実務人材研修（避難退域時検査等） 94002 3 89

ブラインド訓練企画研修 51002 0 49

原子力災害現地本部図上演習 734015 12 42
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（３）災害対策本部事務局設置等訓練

　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及びそれに伴い発生した福島第一原子力発電所事故
への対応における課題や教訓を踏まえ、茨城県災害対策本部事務局員等の対応能力の向上を目的として、
事務局設置・初動対応等の訓練を実施しています。
　令和２年度～令和５年度は、新型コロナウイルス感染症流行拡大や令和６年能登半島地震の影響に
より実施されませんでした。

目 的

実 施 日 時 令和６年10月９日

対象事業所 日本原子力発電株式会社

対 象 施 設 東海第二発電所

参 加 人 数 134 名

訓 練 の

主 な 成 果

訓 練 想 定

〈参考〉令和６年度の実施内容

　県災害対策本部事務局員を対象として、原子力災害発生時における災害対策本
部の適切な運営について図上訓練を実施して、県災害対策本部事務局の原子力災
害への対応能力向上を図る。

　茨城県沖を震源とする大規模地震が発生し、道路やライフラインに影響が出る
中、東海第二発電所において原子力事故が発生し、施設敷地緊急事態から全面緊
急事態に進展。

　要配慮者の避難状況の把握、住民の防護措置の実施方針案の作成などを通じ、
複合災害時における災害対策本部事務局各班の情報収集、整理、共有、伝達がお
おむね適切に行われていたことを確認できた。
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（３）災害対策本部事務局設置等訓練

　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及びそれに伴い発生した福島第一原子力発電所事故
への対応における課題や教訓を踏まえ、茨城県災害対策本部事務局員等の対応能力の向上を目的として、
事務局設置・初動対応等の訓練を実施しています。
　令和２年度～令和５年度は、新型コロナウイルス感染症流行拡大や令和６年能登半島地震の影響に
より実施されませんでした。

目 的

実 施 日 時 令和６年10月９日

対象事業所 日本原子力発電株式会社

対 象 施 設 東海第二発電所

参 加 人 数 134 名

訓 練 の

主 な 成 果

訓 練 想 定

〈参考〉令和６年度の実施内容

　県災害対策本部事務局員を対象として、原子力災害発生時における災害対策本
部の適切な運営について図上訓練を実施して、県災害対策本部事務局の原子力災
害への対応能力向上を図る。

　茨城県沖を震源とする大規模地震が発生し、道路やライフラインに影響が出る
中、東海第二発電所において原子力事故が発生し、施設敷地緊急事態から全面緊
急事態に進展。

　要配慮者の避難状況の把握、住民の防護措置の実施方針案の作成などを通じ、
複合災害時における災害対策本部事務局各班の情報収集、整理、共有、伝達がお
おむね適切に行われていたことを確認できた。

（４）防災活動資機材等の整備

◆　令和６年度に整備した主な資機材

資機材名称 数　量 市町村への貸与

2台投光器 ○

発電機 2台 ○

◆　令和６年度に点検・校正した主な資機材

資機材名称 数　量 市町村への貸与

ＧＭサーベイメータ 100 台 ○

129 台ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ○

2,514 台個人線量計 ○

16 台中性子サーベイメータ ○

146 台電離箱サーベイメータ ○

◆　安定ヨウ素剤の事前配布及び備蓄状況 （令和７年３月末現在）

対象者数 61,853人

配布市村 日立市、那珂市、東海村

配布者数 23,033人（配布率：37.2％）

備蓄場所

配　
　

布

　

14市町村69施設、県庁及び中央保健所

備 蓄 量

ヨウ化カリウム丸：５,８８０,０００丸
ゼリー状安定ヨウ素剤（16.3mg）：22,990包
ゼリー状安定ヨウ素剤（32.5mg）：65,610包

　県では、原子力災害時における防災対策及び防災活動従事者の被ばく防護のため、各種資機材を昭
和54年度から整備するとともに、防護服等の消耗品については、順次補充しています。
　資機材の一部（ＧＭサーベイメータ、ＮaIシンチレーションサーベイメータ及び個人線量計等）に
ついては、東海村をはじめとする関係14市町村に貸与し、いつでも使用できるように保守点検等を
実施しています。
　安定ヨウ素剤については、UPZ内住民分として対象人口の概ね３倍量を備蓄し、使用期限に応じて
更新を行うとともに、全備蓄量の２／３を関係14市町村で、残り１／３を県で保管しています。平成
28年度から製造が開始されたゼリー状安定ヨウ素剤についても、平成30年度までの３年間で、必要
量の備蓄を完了しました。
　また、PAZ内住民及びPAZ外からPAZ内の事業所に通勤する方のうち、安定ヨウ素剤の配布を希望す
る方に対し、安定ヨウ素剤の事前配布を実施しています。

備

蓄
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（５）病院や社会福祉施設の放射線防護対策

　緊急時に早期の避難が困難な住民等が屋内退避を行う施設（病院や社会福祉施設等）の事業者に対
し、放射線防護対策を行うため、平成25年度から補助金を交付しております。

（６）原子力災害対策特別措置法に基づく立入検査

　原子力災害対策特別措置法に基づき事業者が行う原子力災害予防等の措置が適切に行われているこ
とを確認するため、県は所在市町村等とともに、同法第 32条に基づく立入検査を実施しました。

実 施 期 間 令和７年１月８日～令和７年２月21日

実 施 対 象 原子力災害対策特別措置法対象７事業所※

※　機構原科研、機構サイクル研、機構大洗、原電、NDC、三菱原燃、日本核燃 

検 査 項 目 （１）原子力事業者防災業務計画の作成、修正、公表状況の確認
（２）原子力防災組織、原子力防災要員届出状況の確認
（３）原子力（副）防災管理者届出状況の確認
（４）放射線測定設備の設置状況 、性能検査、測定結果記録の確認
（５）原子力防災資機材の整備、保守点検状況の確認
（６）緊急事態応急対策拠点施設備付け資料提出の確認
（７）その他防災訓練実施状況　等

実 施 結 果 　実施した全ての事業者について、全ての項目で良好であることを確認した。

◆　放射線防護対策を実施した施設数

施設種別

病　  　 院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

平成25年度
交 付 確 定

２施設

６施設

－

－

平成28年度
交 付 決 定

２施設

３施設

－

－

平成29年度
交 付 決 定

１施設

２施設

１施設

－

平成30年度
交 付 決 定

－

２施設

－

－

平成27年度
交 付 確 定

１施設

３施設

－

１施設

平成26年度
交 付 確 定

２施設

－

１施設

－

施設種別

病　  　 院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

令和２年度
交 付 決 定

１施設

－

１施設

－

令和元年度
交 付 決 定

１施設

１施設

１施設

－

１施設

２施設

１施設

－

令和３年度
交 付 決 定

令和４年度
交 付 決 定

２施設

４施設

２施設

１施設

令和５年度
交 付 決 定

－

－

１施設

－
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（５）病院や社会福祉施設の放射線防護対策

　緊急時に早期の避難が困難な住民等が屋内退避を行う施設（病院や社会福祉施設等）の事業者に対
し、放射線防護対策を行うため、平成25年度から補助金を交付しております。

（６）原子力災害対策特別措置法に基づく立入検査

　原子力災害対策特別措置法に基づき事業者が行う原子力災害予防等の措置が適切に行われているこ
とを確認するため、県は所在市町村等とともに、同法第 32条に基づく立入検査を実施しました。

実 施 期 間 令和７年１月８日～令和７年２月21日

実 施 対 象 原子力災害対策特別措置法対象７事業所※

※　機構原科研、機構サイクル研、機構大洗、原電、NDC、三菱原燃、日本核燃 

検 査 項 目 （１）原子力事業者防災業務計画の作成、修正、公表状況の確認
（２）原子力防災組織、原子力防災要員届出状況の確認
（３）原子力（副）防災管理者届出状況の確認
（４）放射線測定設備の設置状況 、性能検査、測定結果記録の確認
（５）原子力防災資機材の整備、保守点検状況の確認
（６）緊急事態応急対策拠点施設備付け資料提出の確認
（７）その他防災訓練実施状況　等

実 施 結 果 　実施した全ての事業者について、全ての項目で良好であることを確認した。

◆　放射線防護対策を実施した施設数

施設種別

病　  　 院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

平成25年度
交 付 確 定

２施設

６施設

－

－

平成28年度
交 付 決 定

２施設

３施設

－

－

平成29年度
交 付 決 定

１施設

２施設

１施設

－

平成30年度
交 付 決 定

－

２施設

－

－

平成27年度
交 付 確 定

１施設

３施設

－

１施設

平成26年度
交 付 確 定

２施設

－

１施設

－

施設種別

病　  　 院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

令和２年度
交 付 決 定

１施設

－

１施設

－

令和元年度
交 付 決 定

１施設

１施設

１施設

－

１施設

２施設

１施設

－

令和３年度
交 付 決 定

令和４年度
交 付 決 定

２施設

４施設

２施設

１施設

令和５年度
交 付 決 定

－

－

１施設

－

（１）ラジオ広報
　県民から寄せられた原子力に関する様々な疑問にお答えするため、LuckyFM茨城放送にて「原子力
と放射線なんでもＱ＆Ａ」を放送しました。また、課のYouTubeチャンネルを開設し、ラジオ放送の
内容を発信しました。

　

放 送 日 令和７年２月10日～３月７日（平日のみ20日間）

放送回数 40回（ 1日2回、20日間）

広報テーマ 原子力と放射線　なんでもＱ&Ａ

回答・解説者
茨城大学　田内広教授
東京大学大学院　岡本孝司教授

（YouTubeにて公開中の動画）（全10回）

　

４　原子力広報
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（２）原子力教員セミナーの開催

講義「放射線の基礎知識」 身の回りの放射線測定体験

目で見る放射線観測体験 茨城県原子力オフサイトセンター見学

〈参考〉令和６年度の実施内容

実施期間
令和６年８月５日（月）～令和６年８月20日（火）
※動画配信による開催

公立学校教員および各教育委員会等の担当者　122名参加者

実施内容
（１）原子力と放射線に関する講義（動画配信）

（２）放射性物質の測定実習及び原子力関連施設視察

　文部科学省の原子力・エネルギー教育支援事業の一環として、教育関係者を対象に原子力と放射線
に関する研修を実施し、正しい知識の普及促進を図りました。
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（２）原子力教員セミナーの開催

講義「放射線の基礎知識」 身の回りの放射線測定体験

目で見る放射線観測体験 茨城県原子力オフサイトセンター見学

〈参考〉令和６年度の実施内容

実施期間
令和６年８月５日（月）～令和６年８月20日（火）
※動画配信による開催

公立学校教員および各教育委員会等の担当者　122名参加者

実施内容
（１）原子力と放射線に関する講義（動画配信）

（２）放射性物質の測定実習及び原子力関連施設視察

　文部科学省の原子力・エネルギー教育支援事業の一環として、教育関係者を対象に原子力と放射線
に関する研修を実施し、正しい知識の普及促進を図りました。

講義風景

測定体験風景

観測体験風景

（３）原子力専門家派遣事業の実施

№ 実施日 市町村 学校名 参加人数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

観測体験 測定体験

計　1,519名

９月11日

９月17日

９月18日

９月26日

９月27日

10月３日

10月８日

10月21日

10月24日

11月８日

11月15日

11月29日

12月４日

12月６日

12月10日

12月12日

12月13日

12月17日

１月10日

１月15日

１月20日

１月21日

１月22日

１月23日

１月24日

１月27日

１月28日

１月29日

１月30日

１月31日

２月３日

２月４日

２月５日

２月６日

東海村

水戸市

水戸市

つくば市

つくば市

結城市

取手市

大子町

水戸市

茨城町

水戸市

茨城町

東海村

水戸市

大子町

東海村

東海村

坂東市

取手市

那珂市

水戸市

茨城町

八千代町

八千代町

水戸市

潮来市

茨城町

筑西市

筑西市

八千代町

神栖市

鉾田市

東海村

北茨城市

27

37

37

46

43

32

38

12

15

43

24

59

8

46

13

63

67

30

57

50

62

21

28

24

29

31

36

29

54

47

26

60

242

83

○

○

○

○

―

―

―

○

○

―

○

○

―

―

○

―

○

○

○

○

○

―

○

―

○

―

―

―

―

―

○

○

○

―

―

○

―

―

○

○

―

―

―

―

―

―

―

○

―

○

―

○

中丸小学校

水戸一高附属中学校

水戸一高附属中学校

小野川小学校

小野川小学校

城西小学校

宮和田小学校

袋田小学校

五軒小学校

葵小学校

稲荷第二小学校

葵小学校

東海高校

稲荷第二小学校

大子清流高校

東海高校

東海高校

飯島小学校

戸頭中学校

第二中学校

第二中学校

大戸小学校

下結城小学校

下結城小学校

第二中学校

牛堀中学校

大戸小学校

明野五葉学園

明野五葉学園

中結城小学校

柳川小学校

鉾田北中学校

村松小学校

中郷中学校

28 ○ ―

29 ○ ―

30 ○ ―

31 ○ ―

32 ○ ―

33 ― ―

34 ○ ―

27 ○ ―

　文部科学省の原子力・エネルギー教育支援事業の一環として、小・中学校、高等学校に原子力の
専門家を派遣して、原子力と放射線に関する授業を実施しました。

63

第
２
章



（４）公立小・中・高等・特別支援学校等の教職員を対象とした「原子力・放射線に関する
　　教育」研修会の実施
　児童・生徒が原子力や放射線について正しい知識を学び、原子力災害時に安全に行動できるように
するため、教職員の指導力の向上を図りました。

高校等：令和６年５月28日（火）県教育研修センター（オンライン研修）
小中養栄：令和６年６月21日（金）県教育研修センター（オンライン研修）

実施対象者 公立小・中・高等・特別支援学校等教員　453人

実 施 期 日
及び場所等

実 施 内 容
・原子力防災等に関する基礎知識について
・学校における原子力災害対応について

（５）原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座の実施
　文部科学省・経済産業省の広報・調査等事業の一環として、県民の原子力や放射線に関する理解力
の向上を図りました。

令和６年度原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座実施結果

実施回数
（回）

参加人数（名）
（各回の合計）

1,482

942

34

22

28

30

2,538

市町村

東海村

日立市

笠間市

鉾田市

小美玉市

下妻市

合計

7

24

1

1

1

1

35
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（４）公立小・中・高等・特別支援学校等の教職員を対象とした「原子力・放射線に関する
　　教育」研修会の実施
　児童・生徒が原子力や放射線について正しい知識を学び、原子力災害時に安全に行動できるように
するため、教職員の指導力の向上を図りました。

高校等：令和６年５月28日（火）県教育研修センター（オンライン研修）
小中養栄：令和６年６月21日（金）県教育研修センター（オンライン研修）

実施対象者 公立小・中・高等・特別支援学校等教員　453人

実 施 期 日
及び場所等

実 施 内 容
・原子力防災等に関する基礎知識について
・学校における原子力災害対応について

（５）原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座の実施
　文部科学省・経済産業省の広報・調査等事業の一環として、県民の原子力や放射線に関する理解力
の向上を図りました。

令和６年度原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座実施結果

実施回数
（回）

参加人数（名）
（各回の合計）

1,482

942

34

22

28

30

2,538

市町村

東海村

日立市

笠間市

鉾田市

小美玉市

下妻市

合計

7

24

1

1

1

1

35

（６）「原子力ハンドブック」の発行
放射線、原子力、安全と防災の基礎知識、県内の主な原子力施設等を掲載した小冊子を作成
し、各市町村等を通じて県民に配布しました。また、外国人向けに英語版も作成し、配布しました。
　※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。

数　量

１０,７００部日本語版

１,９５０部英 語 版

１２,６５０部合　　計

県内　全市町村　等

配布先

（７）「原子力とエネルギーブック」の発行

　原子力・放射線に関する知識や、現在のエネルギー事情などを学んでもらうため、「原子力
とエネルギーブック」を電子書籍として作成し、県内全ての小・中・高等学校、特別支援学校
に配布しました。
　※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。
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「原子力広報いばらき」の発行

　東海第二発電所に係る安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に関する取り組みについて、
県内全域を対象した全県版※1と、東海第二発電所から30km圏内の14市町村※2を対象としたPAZ・
UPZ版の２種類の広報紙を発行し、配布しました。
　※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。

２１４万部全　県　版

２８万部PAZ・UPZ版

２４２万部合　　　計

新聞折込（14市町村）、市町村　等

新聞折込（県内全域）、コンビニ、スーパーマーケット　等

配布先数　量

※1： 県広報紙「ひばり」への折り込みにより配布
※2：東海村、日立市、ひたちなか市、那珂市、水戸市、常陸太田市、高萩市、笠間市、常陸大宮市、鉾田市、
　　  茨城町、大洗町、城里町、大子町

（８）
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「原子力広報いばらき」の発行

　東海第二発電所に係る安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に関する取り組みについて、
県内全域を対象した全県版※1と、東海第二発電所から30km圏内の14市町村※2を対象としたPAZ・
UPZ版の２種類の広報紙を発行し、配布しました。
　※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。

２１４万部全　県　版

２８万部PAZ・UPZ版

２４２万部合　　　計

新聞折込（14市町村）、市町村　等

新聞折込（県内全域）、コンビニ、スーパーマーケット　等

配布先数　量

※1： 県広報紙「ひばり」への折り込みにより配布
※2：東海村、日立市、ひたちなか市、那珂市、水戸市、常陸太田市、高萩市、笠間市、常陸大宮市、鉾田市、
　　  茨城町、大洗町、城里町、大子町

（８） ５　福島第一原子力発電所事故への対応

（１）放射性物質の除染

　福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境の汚染が生じていることから、事故由
来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ず
べき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速や
かに軽減することを目的とし、「平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」
（以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）が平成 23 年 8 月 30 日に公布されました。（平成
24 年 1 月 1 日全面施行）

◆　放射性物質汚染対処特措法に基づく除染
ア　汚染状況重点調査地域の指定
・　原則、航空機モニタリングの結果、毎時 0.23 マイクロシーベルト（μSv/h）（追加被ばく線
量年間１ミリシーベルト（mSv））（注）以上の地域を市町村単位で指定

イ　除染実施計画の策定
・　地域指定された市町村が、0.23μSv/h以上（注）の地域を含む行政区域（例：○○町▲▲
丁目）を対象として策定（学校や公園等の子どもの生活環境は施設単位も可）も可）
・　除去土壌については、最終処分するまでの間、除染した現場、もしくは、市町村又はコミュ
ニティ単位で設置した仮置き場で適切に保管

・　除染実施計画に含まれた県管理施設（道路・公園・学校等）については、県が除染等の
措置を実施

ウ　国からの財政措置
・　除染実施計画に基づき実施した除染費用については、国が財政措置を実施

（注）　除染の基準である毎時 0.23 マイクロシーベルトについて（環境省　第２回環境回復検
討会議資料より抜粋）

　　　追加被ばく線量は、空間線量率の測定により確認することができ、追加被ばく線量年
間１ミリシーベルトは、一時間当たりの空間線量率に換算すると、毎時 0.23 マイクロシー
ベルトにあたります。
＜追加被ばく線量の考え方＞
①　事故とは関係なく、自然界の放射線が元々存在し、大地からの放射線は毎時 0.04 マ
イクロシーベルト、宇宙からの放射線は毎時 0.03 マイクロシーベルトです。（出典：
原子力安全研究協会「生活環境放射線」平成４年）
※　大地からの放射線、宇宙からの放射線はそれぞれ年間 0.38 ミリシーベルト、年
間 0.29 ミリシーベルトであり、これを一時間当たりに換算（24 時間 ×365 日で
割る）した数値

②　追加被ばく線量年間１ミリシーベルトを、一時間当たりに換算すると、毎時 0.19 マ
イクロシーベルトと考えられます。（１日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果（0.4 倍）

①　放射性物質汚染対処特措法
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のある木造家屋）に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定）
※　毎時 0.19 マイクロシーベルト ×（８時間 ＋ 0.4 × 16 時間） × 365 日
＝ 年間１ミリシーベルト

③　通常のガンマ線サーベイメーターでは、事故による追加被ばく線量に加え、自然界
からの放射線のうち、大地からの放射線分のみが測定されるため（宇宙からの放射線
は測定されない）、
0.19 ＋ 0.04 ＝ 毎時 0.23 マイクロシーベルト

が、追加被ばく線量年間１ミリシーベルトになる。

②　県内の除染の状況

◆　除染実施計画の策定
　平成 23年 12 月 28 日付で、県内の 20の市町村が汚染状況重点調査地域の指定を受けました。
その内 19市町村が策定した除染実施計画について、国の了解が得られ、子どもの生活環境（学校、
公園等）を優先に除染を進めています。
　なお、鉾田市については、除染実施計画の予定区域を再測定した結果、0.23μSv/h 未満であっ
たため、除染実施計画を策定しないこととなりました
ることが確認されたことから、 平成 28年 3月 14日に汚染状況重点調査地域の指定が解除されま
した。

。その後、市内全域で0.23μSv/h未満であ

除染実施計画策定状況 （平成 24年 9月 6日策定完了）

協議状況 市町村数 市町村名

策定済み 19

【県北地域】 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、
東海村

【鹿行地域】鹿嶋市
【県南地域】土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、

稲敷市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町
【県西地域】常総市

策定せず 1 【鹿行地域】鉾田市（再測定の結果、0.23μSv/h 未満となったため。）

◆　市町村における除染の状況（令和７年３月31日時点）

◆　県における除染の状況（令和7年３月31日時点）
　市町村の除染実施計画に位置付けられた40の県管理施設（県立学校、県立公園など）は全て除
染が完了しています。県管理道路についても、除染実施計画に位置付けられた総延長 361kmの
全てが除染不要となっています。

　　　※　霞ヶ浦総合運動公園については、管理許可者である土浦市が除染を実施している。

　市町村における除染実施計画に位置付けられた、学校、住宅等の施設について、除染を実施し
ています。学校等の子どもの生活環境については、19市町村が除染実施計画に位置付け、全ての
市町において除染が完了しています。住宅については、 9 市町村が除染実施計画に位置付け、
全ての市町において除染が完了しています。
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のある木造家屋）に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定）
※　毎時 0.19 マイクロシーベルト ×（８時間 ＋ 0.4 × 16 時間） × 365 日
＝ 年間１ミリシーベルト

③　通常のガンマ線サーベイメーターでは、事故による追加被ばく線量に加え、自然界
からの放射線のうち、大地からの放射線分のみが測定されるため（宇宙からの放射線
は測定されない）、
0.19 ＋ 0.04 ＝ 毎時 0.23 マイクロシーベルト

が、追加被ばく線量年間１ミリシーベルトになる。

②　県内の除染の状況

◆　除染実施計画の策定
　平成 23年 12 月 28 日付で、県内の 20の市町村が汚染状況重点調査地域の指定を受けました。
その内 19市町村が策定した除染実施計画について、国の了解が得られ、子どもの生活環境（学校、
公園等）を優先に除染を進めています。
　なお、鉾田市については、除染実施計画の予定区域を再測定した結果、0.23μSv/h 未満であっ
たため、除染実施計画を策定しないこととなりました
ることが確認されたことから、 平成 28年 3月 14日に汚染状況重点調査地域の指定が解除されま
した。

。その後、市内全域で0.23μSv/h未満であ

除染実施計画策定状況 （平成 24年 9月 6日策定完了）

協議状況 市町村数 市町村名

策定済み 19

【県北地域】 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、
東海村

【鹿行地域】鹿嶋市
【県南地域】土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、

稲敷市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町
【県西地域】常総市

策定せず 1 【鹿行地域】鉾田市（再測定の結果、0.23μSv/h 未満となったため。）

◆　市町村における除染の状況（令和７年３月31日時点）

◆　県における除染の状況（令和7年３月31日時点）
　市町村の除染実施計画に位置付けられた40の県管理施設（県立学校、県立公園など）は全て除
染が完了しています。県管理道路についても、除染実施計画に位置付けられた総延長 361kmの
全てが除染不要となっています。

　　　※　霞ヶ浦総合運動公園については、管理許可者である土浦市が除染を実施している。

　市町村における除染実施計画に位置付けられた、学校、住宅等の施設について、除染を実施し
ています。学校等の子どもの生活環境については、19市町村が除染実施計画に位置付け、全ての
市町において除染が完了しています。住宅については、 9 市町村が除染実施計画に位置付け、
全ての市町において除染が完了しています。

③　市町村への支援

れ
う、

。
除染ガイドラインや補助金に

◆　放射性物質汚染対処特措法に関する説明会
　放射性物質汚染対処特措法の公布に伴い、県内では市町村が主体となって除染活動が行わ
ることとなりました。県では、市町村が法に基づいた除染活動をスムーズに実施できるよ
国に対し、法の具体的内容等について説明会を開催するよう求めました
　また、国の主催により、放射性物質汚染対処特措法に基づく、
係る説明会が、適宜、開催されています。

放射線量低減化実験の様子

　この結果を踏まえ、除染活動を行う際の参考となるよう、除染活動の手順及び留意事項等を「保
育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き」として取りまとめ、公開しました。
　「保育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き」は原子力安全対策課のＨＰに
掲載しています。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/
genshiryokusaigaijouhou_fukushimadaiichi.html

　

◆　保育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き

　　 

　福島第一原子力発電所の事故により、茨城県内でも放射性物質による環境の汚染が生じていた
ことから、県では、放射性物質汚染対処特措法の公布に先んじて、平成 23年 8月に日本原子力
研究開発機構の協力のもと、守谷市及び北茨城市の保育園・幼稚園などで両市とともに放射線量
低減化の実験を実施しました。

　◆　除去土壌の埋立処分に係る実証事業
　除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的として、東海村
において、自治体が保管している除去土壌を用いて、環境省が平成 30 年 8 月から令和７年３月
まで実施し、除去土壌の埋立処分に伴う作業員への影響が極めて少ないこと及び周辺環境への影
響がないことを確認しています。
　環境省は、実証事業の結果を踏まえ、令和７年３月に施行規則（環境省令）の一部改正及び除
去土壌の埋立処分に係るガイドラインを策定し、埋立処分の方法を定めています。
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◆　市町村情報連絡会議
　汚染状況重点調査地域に指定された市町村の除染実施計画の策定を支援するとともに、除染
取組が円滑に進むよう、の 「除染に係る市町村情報連絡会議」を適宜開催し、各市町村等におけ

る除染の進捗状況や課題等、情報の共有を図っております。

◇　除染に係る市町村情報連絡会議の開催（令和７年３月現在）
・　第 1回（H24.   1.17） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 2回（H24.   2.  1） ：放射性物質汚染対処特措法に基づく除染に係る要望について
・　第 3回（H24.   2.15） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 4回（H24.   4.20） ：市町村における除染の課題について
・　第 5回（H24.   7.26） ：市町村における除染進捗状況、除染についての問題点について
・　第 6回（H24. 10.11） ：県管理施設における除染について等
・　第 7回（H24. 12.26） ：市
・　第 8回（H25. 11.21） ：除染業務従事者等被ばく線量登録管理制度について等
・　第 9回（H27.   3.  6） ：市町村における除染の進捗状況及び今後の方針について等

町村における除染の進捗状況及び課題について

　その他、市町村からの質問の集約や、国からの回答の周知など、国と市町村の連絡・調整を行っ
ています。

　除染に関する基礎情報や各地の除染の進捗状況は、環境省のＨＰ「除染情報サイト」において、
随時公表されています。

https://josen.env.go.jp/index.html

◇　国主催説明会の開催（令和７年３月現在）
・　第 1回（H23. 10.  5） ：放射性物質汚染対処特措法の総括的説明＜福島県の次に開催＞
・　第 2回（H23. 11.  4） ：放射性物質汚染対処特措法の具体的説明
・　第 3回（H23. 12.20） ：除染ガイドライン等の具体的説明
・　第 4回（H24.   1.25） ：除染実施に対する補助金に係る説明会
・　第 5回（H24.   3.22） ：平成 24 年度における補助金に係る説明会
・　第 6回（H24. 12.25） ：補助金への新たな対象事業の創設に係る説明会
・　第 7回（H25.  5.10） ：補助金取扱要領の改正等に係る説明
・　第 8回（R７.  2.  6） ：除去土壌の処分基準に関する説明会

会
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◆　市町村情報連絡会議
　汚染状況重点調査地域に指定された市町村の除染実施計画の策定を支援するとともに、除染
取組が円滑に進むよう、の 「除染に係る市町村情報連絡会議」を適宜開催し、各市町村等におけ

る除染の進捗状況や課題等、情報の共有を図っております。

◇　除染に係る市町村情報連絡会議の開催（令和７年３月現在）
・　第 1回（H24.   1.17） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 2回（H24.   2.  1） ：放射性物質汚染対処特措法に基づく除染に係る要望について
・　第 3回（H24.   2.15） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 4回（H24.   4.20） ：市町村における除染の課題について
・　第 5回（H24.   7.26） ：市町村における除染進捗状況、除染についての問題点について
・　第 6回（H24. 10.11） ：県管理施設における除染について等
・　第 7回（H24. 12.26） ：市
・　第 8回（H25. 11.21） ：除染業務従事者等被ばく線量登録管理制度について等
・　第 9回（H27.   3.  6） ：市町村における除染の進捗状況及び今後の方針について等

町村における除染の進捗状況及び課題について

　その他、市町村からの質問の集約や、国からの回答の周知など、国と市町村の連絡・調整を行っ
ています。

　除染に関する基礎情報や各地の除染の進捗状況は、環境省のＨＰ「除染情報サイト」において、
随時公表されています。

https://josen.env.go.jp/index.html

◇　国主催説明会の開催（令和７年３月現在）
・　第 1回（H23. 10.  5） ：放射性物質汚染対処特措法の総括的説明＜福島県の次に開催＞
・　第 2回（H23. 11.  4） ：放射性物質汚染対処特措法の具体的説明
・　第 3回（H23. 12.20） ：除染ガイドライン等の具体的説明
・　第 4回（H24.   1.25） ：除染実施に対する補助金に係る説明会
・　第 5回（H24.   3.22） ：平成 24 年度における補助金に係る説明会
・　第 6回（H24. 12.25） ：補助金への新たな対象事業の創設に係る説明会
・　第 7回（H25.  5.10） ：補助金取扱要領の改正等に係る説明
・　第 8回（R７.  2.  6） ：除去土壌の処分基準に関する説明会

会

（２）福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内の放射線・放射能調査
 ①　事故後の放射線の監視

○　福島第一原子力発電所事故後から平成 24 年 3 月 31 日の間、北茨城市（3/13 設置）、高萩市
（3/14 設置）、大子町（3/14 設置）、鹿島港湾事務所（4/27 設置）に可搬型モニタリングポス
トを設置し、監視体制を強化するとともに、東海・大洗地区の固定局（41 局）を継続監視で測
定を行いました。
　平成 23 年 3 月 15 日 00:20 から北茨城市において空間線量率が上昇し、3 月 15 日から 16
日の放射性プルームによる空間線量率上昇（１回目）では、最大値として約 15.8μSv/h（北茨
城市  3/16 11:40）が観測されました。 また、3 月 21 日から 22 日の放射性プルームによる空
間線量率上昇（２回目）では、最大値として約 4.2μSv/h（高萩市  3/21 15:30）が観測されま
したが、これ以降、空間線量率は減少し、現在では漸減しています。

図１　事故後の可搬型モニタリングポストによる測定結果（平成23年3月13日~4月30日）
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○　平成 23 年 5 月から固定局設置市町村を除く 31 市町村においてもモニタリングカー等による
定点観測を実施（第２、第４水曜日）し、全 44 市町村での測定を開始しました。平成 23 年５
月 11 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 33％減少しました。

○　また、併せて平成 23 年 6 月 22 日からの測定では、１ｍ高さにおける測定を追加し、平成
23 年 6 月 22 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 18％減少しました。

※  モニタリングカー等による測定結果（平均値）は、以下の理由により掲載していない。
H23.11.21；６市（石岡市、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、小美玉市）がモニタリングカーの測定器故　
　　　　　　障により測定できなかったため
H24.03.28；３市村（ひたちなか市、那珂市、東海村）が検出器の高さ変更工事により測定できなかったため

○　平成 23 年５月には各市町村で独自に測定できるよう、全 44 市町村に放射線モニターを配布
しました。（5月 10 日：24 市町村、5 月 23 日：20 市町村）

○　平成 24 年 4 月 1 日からは県内全市町村※ で１ｍ高さでの空間放射線量率の常時測定（24 時
間連続測定）を開始しました。
※  39 市町村に固定型 9 基及び可搬型 30 台を新たに設置、残り５市町村は既設測定局の検出
器の高さを１ｍに変更

○　平成 24 年度に緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）として新たに拡大する範囲（10km
から 30km）を対象に、モニタリングステーション 22 基を増設しました。

図２　平成 23年度に測定した全市町村放射線量率測定結果（平均値）の変動
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○　平成 23 年 5 月から固定局設置市町村を除く 31 市町村においてもモニタリングカー等による
定点観測を実施（第２、第４水曜日）し、全 44 市町村での測定を開始しました。平成 23 年５
月 11 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 33％減少しました。

○　また、併せて平成 23 年 6 月 22 日からの測定では、１ｍ高さにおける測定を追加し、平成
23 年 6 月 22 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 18％減少しました。

※  モニタリングカー等による測定結果（平均値）は、以下の理由により掲載していない。
H23.11.21；６市（石岡市、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、小美玉市）がモニタリングカーの測定器故　
　　　　　　障により測定できなかったため
H24.03.28；３市村（ひたちなか市、那珂市、東海村）が検出器の高さ変更工事により測定できなかったため

○　平成 23 年５月には各市町村で独自に測定できるよう、全 44 市町村に放射線モニターを配布
しました。（5月 10 日：24 市町村、5 月 23 日：20 市町村）

○　平成 24 年 4 月 1 日からは県内全市町村※ で１ｍ高さでの空間放射線量率の常時測定（24 時
間連続測定）を開始しました。
※  39 市町村に固定型 9 基及び可搬型 30 台を新たに設置、残り５市町村は既設測定局の検出
器の高さを１ｍに変更

○　平成 24 年度に緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）として新たに拡大する範囲（10km
から 30km）を対象に、モニタリングステーション 22 基を増設しました。

図２　平成 23年度に測定した全市町村放射線量率測定結果（平均値）の変動
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②　航空機モニタリング

図３　 令和６年12月19日現在の航空機モニタリングの結果
茨城県内の地表から１ｍ高さの空間線量率（出典：原子力規制委員会）

　令和６年５月10日から12月19日にかけて、原子力規制委員会が航空機モニタリングを実施し、
１ｍ高さの空間線量率を測定しました。
　１ｍ高さの空間線量率は、県内全域で0.5μSv/ｈ以下であり、大部分が0.1μSv/ｈ以下でした。
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③　土壌中の放射性セシウム、放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定

　平成 23 年８月から県内全 44 市町村 ※１における土壌中の放射性セシウム濃度及び土壌採取地
点における空間線量率の測定を実施しました。また、その後、放射性セシウム濃度が県内で比較
的高かった地点等の 16 市町村において放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定を実施しま
した。

※２

※３

※１　日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町については文部科学省が福島第一原子力発電所か
ら 100km 圏内における土壌測定を実施しており、その値を用いた。

※２　平成 11 年度～平成 20 年度に 47 都道府県において文部科学省が実施した「環境放射能水準調査」におけるストロ
ンチウム 90 の測定結果は検出下限値以下～ 950Bq/㎡（茨城県は 72 ～ 950Bq/㎡）であり、本測定結果はその範囲
内であった。なお、同調査において、ストロンチウム 89 の測定は実施されていない。

※３　上記環境放射能水準調査におけるプルトニウム 238 の測定結果は検出下限値以下～ 8 Bq/㎡、プルトニウム 239＋
240の測定結果は検出下限値以下～220Bq/㎡（茨城県はそれぞれ検出下限値以下～2.1Bq/㎡、20～90Bq/㎡）であり、
本測定結果はその範囲内であった。

（参考）放射性セシウム濃度の単位 Bq/㎡ の Bq/kg への換算について
　土の比重を 1.3g/㎤ と仮定すると、今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を 65 分の
1 にすれば（単位：Bq/kg）に換算することができる。
　なお、農林水産省が実施している農地土壌の調査では、深さ 15cm で土壌を採取しており、
今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を約 200 分の 1 にすれば農地土壌の値に換算す
ることができる。
（例）60,000Bq/㎡ を（単位：Bq/kg）に換算した場合

60,000(Bq/㎡ )÷65＝920(Bq/kg) ＜深さ 5cm 採土＞
また、これを農地土壌として換算した場合
60,000(Bq/㎡ )÷200＝300(Bq/kg) ＜深さ 15cm 採土＞

　放射性セシウムは図４のとおり、 4,000Bq/㎡ ～ 78,000Bq/㎡（放射性ヨウ素は全地点で不検出）、
空間線量率は図５のとおり、 0.07μSv/ 時～ 0.29μSv/ 時であり、どちらの結果も県北沿岸部及び
県南地域で比較的高い傾向が見られました。
　また、 ストロンチウム 90 は図６のとおり、不検出～ 290Bq/㎡　 、プルトニウム 239+240
は図７のとおり、不検出～ 15Bq/㎡　 でありましたが、本測定において検出されたストロン
チウム 90、プルトニウム 239+240 は、過去の核実験等の影響により全国で検出されている測定
値の範囲内であること及びストロンチウム 89、プルトニウム 238 が全地点で検出下限値以下で
あったことから、 福島第一原子力発電所事故に由来するものとは判断できないとしました。
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③　土壌中の放射性セシウム、放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定

　平成 23 年８月から県内全 44 市町村 ※１における土壌中の放射性セシウム濃度及び土壌採取地
点における空間線量率の測定を実施しました。また、その後、放射性セシウム濃度が県内で比較
的高かった地点等の 16 市町村において放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定を実施しま
した。

※２

※３

※１　日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町については文部科学省が福島第一原子力発電所か
ら 100km 圏内における土壌測定を実施しており、その値を用いた。

※２　平成 11 年度～平成 20 年度に 47 都道府県において文部科学省が実施した「環境放射能水準調査」におけるストロ
ンチウム 90 の測定結果は検出下限値以下～ 950Bq/㎡（茨城県は 72 ～ 950Bq/㎡）であり、本測定結果はその範囲
内であった。なお、同調査において、ストロンチウム 89 の測定は実施されていない。

※３　上記環境放射能水準調査におけるプルトニウム 238 の測定結果は検出下限値以下～ 8 Bq/㎡、プルトニウム 239＋
240の測定結果は検出下限値以下～220Bq/㎡（茨城県はそれぞれ検出下限値以下～2.1Bq/㎡、20～90Bq/㎡）であり、
本測定結果はその範囲内であった。

（参考）放射性セシウム濃度の単位 Bq/㎡ の Bq/kg への換算について
　土の比重を 1.3g/㎤ と仮定すると、今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を 65 分の
1 にすれば（単位：Bq/kg）に換算することができる。
　なお、農林水産省が実施している農地土壌の調査では、深さ 15cm で土壌を採取しており、
今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を約 200 分の 1 にすれば農地土壌の値に換算す
ることができる。
（例）60,000Bq/㎡ を（単位：Bq/kg）に換算した場合

60,000(Bq/㎡ )÷65＝920(Bq/kg) ＜深さ 5cm 採土＞
また、これを農地土壌として換算した場合
60,000(Bq/㎡ )÷200＝300(Bq/kg) ＜深さ 15cm 採土＞

　放射性セシウムは図４のとおり、 4,000Bq/㎡ ～ 78,000Bq/㎡（放射性ヨウ素は全地点で不検出）、
空間線量率は図５のとおり、 0.07μSv/ 時～ 0.29μSv/ 時であり、どちらの結果も県北沿岸部及び
県南地域で比較的高い傾向が見られました。
　また、 ストロンチウム 90 は図６のとおり、不検出～ 290Bq/㎡　 、プルトニウム 239+240
は図７のとおり、不検出～ 15Bq/㎡　 でありましたが、本測定において検出されたストロン
チウム 90、プルトニウム 239+240 は、過去の核実験等の影響により全国で検出されている測定
値の範囲内であること及びストロンチウム 89、プルトニウム 238 が全地点で検出下限値以下で
あったことから、 福島第一原子力発電所事故に由来するものとは判断できないとしました。
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④　飲料水、農畜水産物の測定

福島第一原子力発電所事故以降、県では飲料水や農畜水産物の測定を実施し、安全性の確保に努め
ています。
結果は、県ホームページ等で公表しています。

　◆　事故後の測定結果
ア.　飲料水
　　・　平成23年3 月に７市村において、乳児への水道水摂取の自粛を行いました。

イ.　農産物

ウ.　畜産物

エ.　水産物

オ.　その他（野生鳥獣等）

・　平成23年３月にホウレンソウ、カキナ、パセリは国から出荷制限の指示を受けましたが、
その後平成23年６月までに全て解除されました。　　

・　平成23年６月に本県産の茶は、国から出荷制限の指示を受けましたが、平成25年11月まで
に解除されました。

・　こごみ（露地栽培）は、平成24年４月に県の出荷自粛要請が行われていましたが、平成25
年４月に解除されました。

・　原木シイタケ、チチタケ等の野生のきのこ類、こしあぶら（野生）、たらのめ（野生）、乾
しいたけについては、事故以降一部の市町で国による出荷制限または県の出荷自粛要請の対
象となっています。

・　平成23年３月に原乳は国から出荷制限の指示を受けましたが、平成23年４月に解除されま
した。

・　平成23年８月から令和２年３月末までに茨城県産牛肉の全頭検査を実施した結果、全ての
検体で基準値以下となりました。

・　平成24年４月の新基準値設定に伴い、基準値を超えた魚に対して、国からの出荷制限や、県
の出荷自粛要請が行われました。

・　出荷制限指示等を受けた魚種は、平成24年４～６月に最も多い18魚種となりましたが、そ
の後の検査で安定的に基準値を下回った魚種については、解除されています。

・　令和５年３月にウナギの出荷制限が解除され、本県における水産物の出荷制限は全て解除さ
れました。

・　平成23年12月に県内で捕獲されたイノシシの肉について、国から出荷制限を受けていました
が、以下の処理施設については、全頭検査の結果が基準値（100Bq/kg）以下であることが
確認された場合、そのロットが食用として出荷可能となりました。

　　石岡市内（平成23年12月～）、高萩市内（令和５年９月～）

　　・　その後の測定で、指標値を下回ったため、乳児への水道水摂取の自粛が平成23年３月中に解除
　　　　されました。
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⑤　海洋の測定

　文部科学省（平成 25 年度からは、原子力規制委員会）、東京電力ホールディングス（株）等が茨
城県沖合から外洋にかけて海水・海底土の測定を実施しました。
　海水の測定結果については、平成 23 年 9 月から平成 24 年 2 月の測定結果において、徐々に下がっ
ています。
　また、海底土については、平成 23 年 5 月から平成 24 年 2 月の測定において、一時期上昇傾向は
見られましたが、その後、徐々に下がっています。

図８　茨城県沖の海底土測定結果（測定者：文部科学省（平成 25年からは原子力規制委員会））
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⑤　海洋の測定

　文部科学省（平成 25 年度からは、原子力規制委員会）、東京電力ホールディングス（株）等が茨
城県沖合から外洋にかけて海水・海底土の測定を実施しました。
　海水の測定結果については、平成 23 年 9 月から平成 24 年 2 月の測定結果において、徐々に下がっ
ています。
　また、海底土については、平成 23 年 5 月から平成 24 年 2 月の測定において、一時期上昇傾向は
見られましたが、その後、徐々に下がっています。

図８　茨城県沖の海底土測定結果（測定者：文部科学省（平成 25年からは原子力規制委員会））
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⑥　公共用水域の測定結果

　国（環境省）及び県が、県内の河川・湖沼等の水質・底質の測定を環境基準点を中心として、次
のとおり実施しました。

実施年月 地点数

平成 23年 8月から 10月 128 地点第 1回

平成 24年 2月 52 地点第 2回

平成 24年 5月から 7月 102 地点（県 32 地点を含む）第 3回

平成 24年 7月から 10月 101 地点（県 39 地点を含む）第 4回

平成 24年 10月から平成 25年 1月 109 地点（県 39 地点を含む）第 5回

平成 26年 1月から 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 10回

平成 26年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 11回

平成 26年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 12回

平成 26年 11月 から 12月 109 地点（県 32 地点を含む）第 13回

平成 27年 2月から 3月 109 地点（県 32 地点を含む）第 14回

平成 27年 5月から 6月 109 地点（県 32 地点を含む）第 15回

平成 27年 8月から 9月 109 地点（県 32 地点を含む）第 16回

平成 27年 11月 109 地点（県 32 地点を含む）第 17回

平成 28年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 18回

平成 から 6月28年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 19回

平成 から 9月28年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 20回

平成 29年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 22回

平成 29年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 23回

平成 29年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 24回

平成 29年 11月 109 地点（県 32 地点を含む）第 25回

平成 30年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 26回

平成 25年 2月から 3月 103 地点（県 39 地点を含む）第 6回

平成 25年 5月から 6月 109 地点（県 32 地点を含む）第 7回

平成 25年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 8回

平成 28年 109 地点（県 32 地点を含む）第 21回 11月から 12月

平成 30 109 地点（県 32 地点を含む）第 27回 から 6月年 5月

109 地点（県 32 地点を含む）第 28回 平成 30 から 9月年 8月

109 地点（県 32 地点を含む）第 29回 平成 30年 11月

109 地点（県 32 地点を含む）第 30回 平成 31年 2月

109 地点（県 32 地点を含む）第 31回 令和元 年 5月

令和元 年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 32回

令和元 年 11月 109 地点（県 32 地点を含む）第 33回

令和２ 年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 34回

令和２ 年 8月 77 地点第 35回

第 9回 平成 25年 11月から 12月 109 地点（県 32 地点を含む）

79

第
２
章



　令和６年度に実施した４回の測定結果は、水質については、放射性ヨウ素、放射性セシウム
ともに不検出でした。また、底質については、放射性ヨウ素は不検出、放射性セシウムは不検
出から550Bq/kg乾土でした。

実施年月 地点数

令和２ 年 11月 77 地点第 36回

令和３ 年 5月 77 地点第 38回

令和３ 年 8月 77 地点第 39回

令和３ 年 11月 77 地点第 40回

令和４ 年 2月 77 地点第 41回

令和４ 年 5月 77 地点第 42回

令和４ 年 8月 77 地点第 43回

令和５ 年 1月 77 地点第 45回

令和４ 年 11月 77 地点第 44回

令和５ 年 5月 77 地点第 46回

令和５ 年 8月 77 地点第 47回

令和６ 年 1月 77 地点第 49回

令和６ 年５月 77 地点第 50回

令和６ 年８月 77 地点第 51回

令和６ 年 11月 77 地点第 52回

令和７ 年 1月から２月 77 地点第 53回

令和５ 年 11月 77 地点第 48回

令和３ 年 2月 77 地点第 37回
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令和４ 年 8月 77 地点第 43回

令和５ 年 1月 77 地点第 45回

令和４ 年 11月 77 地点第 44回

令和５ 年 5月 77 地点第 46回

令和５ 年 8月 77 地点第 47回

令和６ 年 1月 77 地点第 49回

令和６ 年５月 77 地点第 50回

令和６ 年８月 77 地点第 51回

令和６ 年 11月 77 地点第 52回

令和７ 年 1月から２月 77 地点第 53回

令和５ 年 11月 77 地点第 48回

令和３ 年 2月 77 地点第 37回

牛久沼

(H23平均)1,430
(H24平均)1,193
(R4平均)   380
(R5平均)   340
第50回 320
第51回 340
第52回 370
第53回 380

涸沼（親沢）

(H23平均) 545
(H24平均) 665
(R4平均)   137
(R5平均)   138
第50回 130
第51回 120
第52回 130
第53回 130

(Bq/kg乾）8,000

4,000

2,000

0

公共用水域等の放射性物質モニタリング調査結果
－ 底質の放射性セシウム濃度 －

新川（神天橋、土浦市）

(H23平均)4,950
(H24平均)2,363
(R4平均)    368
(R5平均)    287
第50回 300
第51回 310
第52回 290
第53回 260

水沼ダム

(H24平均)  468
(R4平均)    348
(R5平均)    398
第50回 300
第51回 330
第52回 320
第53回 280

北浦（釡谷沖）

(H23平均) 565
(H24平均) 470
(R4平均)   218
(R5平均)   200
第50回 180
第51回 200
第52回 190
第53回 190

西浦（湖心）

(H23平均) 561
(H24平均) 317
(R4平均)   313
(R5平均)   290
第50回 260
第51回 280
第52回 290
第53回 260

図９　公共用水域等の放射性物質モニタリング調査結果（底質の放射性セシウム濃度）
（出典：県環境対策課）
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　東海地区において、大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）の中性子ビームを活用した研究や技
術開発を推進するとともに、さらなる利用分野の拡大を目指し、産業利用を牽引する先導研究な
どに取り組みました。
　また、つくば国際戦略総合特区では、中性子を活用した最先端のがん治療法であるホウ素中性
子捕捉療法（ＢＮＣＴ）に用いる治療装置等の開発等に取り組みました。

　

　

６　原子力関連施策（科学技術関連）

（１）茨城県中性子ビームラインの産業利用推進

（２）次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化

　東海村の「大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）」の物質・生命科学実験施設（ＭＬＦ）内で、２
本の中性子ビームラインを運用しています。
　産業利用を牽引する先導研究では、茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）については、測定デー
タを自動解析するシステムを開発し、専門家による手動解析と同等の精度を達成したほか、金属
材料の破断を伴う引張試験に代えて、高ひずみ域でもその場観察が可能な圧縮試験の手法を確立
し、新たな産業利用の可能性を示しました。
　茨城県生命物質構造解析（iBIX）については、測定時間の短縮や試料準備の負担軽減を目指し、
大型結晶が不要となる複数結晶同時測定法の開発を着実に進展させたほか、個々の結晶粒の立体
形状・組成・方位などを非破壊で分析できる 3DND 法（３次元中性子回折法）の開発のための環
境整備に取り組むなど、本装置でのより幅広い物質・材料の計測可能性を示しました。
　また、メールインサービス（測定代行）や１年を通した課題公募受付などの利用制度を導入する
とともに、研究会の開催や学会等におけるＰＲ活動などを通して中性子の有効性を広く発信いた
しました。
　こうした取り組みの結果、令和６年度は、91 件（うち産業利用 59 件）の実験課題を採択してお
ります。

　日本人の死亡原因第１位のがんに対し、中性子を用いてがん細胞だけをピンポイントで破壊す
る「切らない、痛くない、副作用が少ない」次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の実用化を推進しています。
　「いばらき中性子医療研究センター」に設置した治療装置（加速器等）の調整・改良等をはじめ、
臨床研究の実施に必要な周辺システムや周辺装置の開発に取り組むとともに、患者への治験（臨
床試験）を実施しております。
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　Ｊ－ＰＡＲＣ内に設置されている中性子ビームラインの活用を促進し、県内企業の新産業・新
技術の創出を図るため、平成 20 年 7 月に設立されました。
　令和７年４月１日現在、221社の企業等が会員として参加しています。
　令和６年度は以下のとおり、会員に向けたＪ－ＰＡＲＣ関連情報及び利用成果等の発信、周辺
機器開発等に係る入札情報の提供などを行いました。

実 施 回 数取　組　内　容

中性子利用技術講演会の開催による利用促進 1回

研究機関での技術展示会の開催による受注活動支援 ２回

情報発信（協議会ニュース、メルマガ発行） 27回

入札情報配信 46回

（３）いばらき量子線利活用協議会

セミナーや研究機関との交流会の開催による新ビジネス参入支援 ２回

　
　東海地区において、大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）の中性子ビームを活用した研究や技
術開発を推進するとともに、さらなる利用分野の拡大を目指し、産業利用を牽引する先導研究な
どに取り組みました。
　また、つくば国際戦略総合特区では、中性子を活用した最先端のがん治療法であるホウ素中性
子捕捉療法（ＢＮＣＴ）に用いる治療装置等の開発等に取り組みました。

　

　

６　原子力関連施策（科学技術関連）

（１）茨城県中性子ビームラインの産業利用推進

（２）次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化

　東海村の「大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）」の物質・生命科学実験施設（ＭＬＦ）内で、２
本の中性子ビームラインを運用しています。
　産業利用を牽引する先導研究では、茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）については、測定デー
タを自動解析するシステムを開発し、専門家による手動解析と同等の精度を達成したほか、金属
材料の破断を伴う引張試験に代えて、高ひずみ域でもその場観察が可能な圧縮試験の手法を確立
し、新たな産業利用の可能性を示しました。
　茨城県生命物質構造解析（iBIX）については、測定時間の短縮や試料準備の負担軽減を目指し、
大型結晶が不要となる複数結晶同時測定法の開発を着実に進展させたほか、個々の結晶粒の立体
形状・組成・方位などを非破壊で分析できる 3DND 法（３次元中性子回折法）の開発のための環
境整備に取り組むなど、本装置でのより幅広い物質・材料の計測可能性を示しました。
　また、メールインサービス（測定代行）や１年を通した課題公募受付などの利用制度を導入する
とともに、研究会の開催や学会等におけるＰＲ活動などを通して中性子の有効性を広く発信いた
しました。
　こうした取り組みの結果、令和６年度は、91 件（うち産業利用 59 件）の実験課題を採択してお
ります。

　日本人の死亡原因第１位のがんに対し、中性子を用いてがん細胞だけをピンポイントで破壊す
る「切らない、痛くない、副作用が少ない」次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の実用化を推進しています。
　「いばらき中性子医療研究センター」に設置した治療装置（加速器等）の調整・改良等をはじめ、
臨床研究の実施に必要な周辺システムや周辺装置の開発に取り組むとともに、患者への治験（臨
床試験）を実施しております。
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（１）電源三法交付金

◆電源三法交付金に係る主な事業

　各種交付金、補助金等により、立地地域住民の福祉の向上や電源立地の円滑化が図られていま
す。

1 .電源立地地域対策交付金

交付金区分 目的 交付対象事業

水力発電施設周辺地域交付金相当部分

電力移出県等交付金相当部分

原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分

原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分

2.  電源立地等推進対策交付金(補助金)

原子力発電施設等研修事業費補助金

3.  原子力施設等防災対策等交付金

放射線監視等交付金

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

広報・調査等交付金

原子力・エネルギー教育支援事業交付金

特別電源所在県科学技術振興事業費補助金

電源地域産業育成支援補助金

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金

公共施設の整備・維持運営
事業等

対象地域の住民・企業等に対
する電気料金割引的措置等

県内企業の従業員（研究員）に対
する量子線利用技術の研修事業
原子力発電に対する知識の
普及事業等
原子力・エネルギー教育に対
する支援
科学技術振興のためのハード
整備及び調査研究事業
対象地域の産業の発掘・育成に
関する事業(観光産業・企業立地)

原子力発電施設等立地地域基盤整備事業 立地地域の災害対応能力の向
上に向けた取組の支援
対象地域の企業等に対する電
気料金割引的措置

放射線監視に係る運営費等に
充当
原子力事故時の防災体制の整 
備、充実強化等

７　電源三法交付金等

発電用施設の
周辺地域にお
ける公共用施
設の整備を促
進し、地域住
民の福祉向上
を図り、発電
用施設の設置
及び運転の円
滑化に資する
こと

発電用施設利
用の促進及び
安全の確保並
びに発電用施
設による電気
の供給の円滑
化を図ること

原子力発電施
設等に関する
安全の確保を
図ること
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（１）電源三法交付金

◆電源三法交付金に係る主な事業

　各種交付金、補助金等により、立地地域住民の福祉の向上や電源立地の円滑化が図られていま
す。

1 .電源立地地域対策交付金

交付金区分 目的 交付対象事業

水力発電施設周辺地域交付金相当部分

電力移出県等交付金相当部分

原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分

原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分

2.  電源立地等推進対策交付金(補助金)

原子力発電施設等研修事業費補助金

3.  原子力施設等防災対策等交付金

放射線監視等交付金

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

広報・調査等交付金

原子力・エネルギー教育支援事業交付金

特別電源所在県科学技術振興事業費補助金

電源地域産業育成支援補助金

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金

公共施設の整備・維持運営
事業等

対象地域の住民・企業等に対
する電気料金割引的措置等

県内企業の従業員（研究員）に対
する量子線利用技術の研修事業
原子力発電に対する知識の
普及事業等
原子力・エネルギー教育に対
する支援
科学技術振興のためのハード
整備及び調査研究事業
対象地域の産業の発掘・育成に
関する事業(観光産業・企業立地)

原子力発電施設等立地地域基盤整備事業 立地地域の災害対応能力の向
上に向けた取組の支援
対象地域の企業等に対する電
気料金割引的措置

放射線監視に係る運営費等に
充当
原子力事故時の防災体制の整 
備、充実強化等

７　電源三法交付金等

発電用施設の
周辺地域にお
ける公共用施
設の整備を促
進し、地域住
民の福祉向上
を図り、発電
用施設の設置
及び運転の円
滑化に資する
こと

発電用施設利
用の促進及び
安全の確保並
びに発電用施
設による電気
の供給の円滑
化を図ること

原子力発電施
設等に関する
安全の確保を
図ること

（２）核燃料等取扱税

　茨城県核燃料等取扱税条例に基づき、課税・徴収しました。

令和６年度税収

納税義務者数

1，321，544千円

1 0 法人
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　福島第一原子力発電所事故の発生から14年が経過しましたが、事故はいまだに収束しておらず、県
内原子力施設の安全性や防災体制への県民の関心は、依然として高い状況にあります。
このため、県においては、関係市町村とともに県内16原子力事業者（令和７年９月１日現在）と締結

している原子力安全協定等に基づく立入調査等による原子力施設の安全対策などの確認や、原子力施
設周辺の環境放射線の監視・評価を行っています。
　また、関係14市町村の避難計画策定を支援するほか、防災活動資機材の整備等を図るとともに、放
射線や原子力に係る基礎知識の普及等を通じて県民の理解促進に努めます。

第２節 令和７年度の執行方針令和７年度の執行方針

視
監
の
線
射
放
境
環

災
防
力
子
原

　さらに、安全な原子力利用を支える研究開発を促進します。

 ・　原子力安全協定に基づき、定期的に事業者から施設の運転状況や従業員への教 
　育訓練の実施状況等について報告を受けるとともに、軽微なトラブルであっても、
　迅速な報告を徹底するよう引き続き指導を実施。

 ・　事業者が施設を新増設する場合や核燃料物質の輸送を行う場合には、事前にヒ
　アリングを行うほか、必要に応じて現場にて状況を確認。

 ・　原子力施設への立入調査を実施し、事故の未然防止のための取り組みや施設の
　運転管理状況などを調査・確認。

 ・　事故・故障等が発生した際に、事業者が迅速かつ的確に初動対応を図れるよう、
　通報連絡訓練を実施。

 ・　福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力施設の安全対策について、県原子
　力安全対策委員会において技術的・専門的に確認を行う。

 ・　環境放射線監視委員会が定めた監視計画に基づき、原子力施設周辺において大
　気中の環境放射線や土壌・農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析
　を行い、市町村役場などに設置した表示局で表示するほか、測定結果を監視委員会
　において評価・公表。　

 ・　福島第一原子力発電所事故による本県への影響を調査するため、県内全域の環
　境放射線や農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析を行い、ホーム
　ページ等により公表。

・　東海第二発電所に係る広域避難計画や試験研究炉、核燃料加工施設に係る屋内
退避及び避難誘導計画の策定・充実に国、市町村、関係機関とともに取り組むほ
か、茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）に検討を加え、必要に応じ改
定を行う。

・　防護服、放射線測定器や緊急時モニタリングに利用する防災活動資機材の整
備、茨城県原子力オフサイトセンターの維持管理、要配慮者の屋内退避施設への
放射線防護対策、防災業務関係者に対する防災研修などを行う。

保
確
全
安
の
等
設
施
力
子
原
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・　原子力に関する基礎知識などについて、県民の理解と認識を深めるため、ラジ
オ等の広報媒体を活用した広報に努めるとともに、原子力に対する理解の促進を
図る。 

・　学校教育における原子力やエネルギーに関する基礎知識等の普及を図るため、
「原子力とエネルギーブック」を作成し、県内の小・中・高等学校、特別支援学校
に配布して活用を図るとともに、教員を対象としたセミナーの開催等を行う。

・　東海第二発電所等に係る安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に関する取
り組みについて情報発信するため、原子力広報紙を発行する。

・　中性子ビームラインについては、産業界のユーザーニーズを的確に把握し、利
用しやすい実験環境を整備するとともに、産業利用を牽引する先導研究の成果を
広くＰＲし、成果の創出・新規ユーザーの獲得につなげていく。また、「ＡＹＡ'
Ｓ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ量子ビーム研究センター」を拠点とした利用者支援の充
実を図り、中性子の産業利用を促進する。

・　次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化については、引き続き臨床試験を実
施し、早期の実用化を目指す。

・　いばらき量子線利活用協議会については、県内企業による中性子ビームライン
利用を促進するため、普及・啓発活動に加え、利用を希望する企業に対する課題
申請からデータ解析に至る一貫サポートを実施する。また、Ｊ－ＰＡＲＣ周辺機
器開発への参入促進のための情報提供を実施するほか、核融合産業への参入支援、
量子線等先端技術を活用した事業化支援のための相談窓口の開設、研究機関との
マッチングイベントなどを開催する。

・　各種交付金、補助金等により、立地地域住民の福祉の向上や電源立地の円滑化
を図る。

・　茨城県核燃料等取扱税条例に基づき適正に課税する。
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　福島第一原子力発電所事故の発生から14年が経過しましたが、事故はいまだに収束しておらず、県
内原子力施設の安全性や防災体制への県民の関心は、依然として高い状況にあります。
このため、県においては、関係市町村とともに県内16原子力事業者（令和７年９月１日現在）と締結

している原子力安全協定等に基づく立入調査等による原子力施設の安全対策などの確認や、原子力施
設周辺の環境放射線の監視・評価を行っています。
　また、関係14市町村の避難計画策定を支援するほか、防災活動資機材の整備等を図るとともに、放
射線や原子力に係る基礎知識の普及等を通じて県民の理解促進に努めます。

第２節 令和７年度の執行方針令和７年度の執行方針
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　さらに、安全な原子力利用を支える研究開発を促進します。

 ・　原子力安全協定に基づき、定期的に事業者から施設の運転状況や従業員への教 
　育訓練の実施状況等について報告を受けるとともに、軽微なトラブルであっても、
　迅速な報告を徹底するよう引き続き指導を実施。

 ・　事業者が施設を新増設する場合や核燃料物質の輸送を行う場合には、事前にヒ
　アリングを行うほか、必要に応じて現場にて状況を確認。

 ・　原子力施設への立入調査を実施し、事故の未然防止のための取り組みや施設の
　運転管理状況などを調査・確認。

 ・　事故・故障等が発生した際に、事業者が迅速かつ的確に初動対応を図れるよう、
　通報連絡訓練を実施。

 ・　福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力施設の安全対策について、県原子
　力安全対策委員会において技術的・専門的に確認を行う。

 ・　環境放射線監視委員会が定めた監視計画に基づき、原子力施設周辺において大
　気中の環境放射線や土壌・農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析
　を行い、市町村役場などに設置した表示局で表示するほか、測定結果を監視委員会
　において評価・公表。　

 ・　福島第一原子力発電所事故による本県への影響を調査するため、県内全域の環
　境放射線や農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析を行い、ホーム
　ページ等により公表。

・　東海第二発電所に係る広域避難計画や試験研究炉、核燃料加工施設に係る屋内
退避及び避難誘導計画の策定・充実に国、市町村、関係機関とともに取り組むほ
か、茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）に検討を加え、必要に応じ改
定を行う。

・　防護服、放射線測定器や緊急時モニタリングに利用する防災活動資機材の整
備、茨城県原子力オフサイトセンターの維持管理、要配慮者の屋内退避施設への
放射線防護対策、防災業務関係者に対する防災研修などを行う。
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